
                   

公益財団法人世田谷区産業振興公社役員等の報酬及び費用弁償に関する規程 

 

平成２２年１０月２５日 

公社規程第８号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人世田谷区産業振興公社（以下「法人」という。）の定

款第１３条及び第２７条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等及び費用に関し必要

な事項を定めることを目的とする。 

（意義及び報酬の適用範囲） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）役員とは、理事及び監事をいい、評議員とあわせて役員等という。 

（２）常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、法人を主たる勤務場所とし週３

日以上出勤する者をいう。 

（３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 

（４）報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条１３

号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び

退職手当をいう。 

（５）費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費含む。）の経費を

いう。 

（報酬の額及び支給） 

第３条 法人は、役員等には、その地位のみに基づいては、報酬を支給しない。た

だし、職務執行の対価として報酬等を支給することができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、世田谷区の職員の身分を有する役員等に対しては、

報酬等を支給しない。 

３ 常勤役員の報酬の額は月額とし、別表第１に定める一人あたりの年度総額の範囲内で

評議員会において定める。 

４ 非常勤役員の報酬は日額とし、理事会等への出席の都度、別表第２に定める額の範

囲内において支給する。 

５ 評議員の報酬は、定款第１３条に定める金額の範囲内で、別表第３に基づき支

給する。 

６ 常勤役員には、報酬とは別に期末手当及び交通費相当額を通勤手当として支給

することができる。 

（新たに就任したときの報酬） 

第４条 新たに常勤役員となった者には、その日から報酬を支払い、報酬額に異動を生じ

たときは、その日から新たに定められた報酬を支払う。 

２ 前項の規定により報酬を支払う場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき

は、その報酬支払額は、その月の現日数から週休日（公益財団法人世田谷区産業振興公

社就業規程（平成１８年４月公社規程第１号。以下「就業規程」という。）第３４条に

規定する週休日をいう。）を差し引いた日数を基礎として、日割りにより計算する。 

（退任時の報酬） 



 

第５条 常勤役員が死亡したときは、当該死亡した日の属する月の報酬全額を支払う。 

２ 常勤役員が死亡以外の事由により退任し、又は解任されたときは、当該退任し、又は

解任された日までの報酬を支払う。この場合において、その支払額は、その月の現日数

から週休日（就業規程第３４条に規定する週休日をいう。）を差し引いた日数を基礎と

して日割りによって計算する。 

（職員給与規程の準用） 

第６条 報酬の支給方法、支給手続その他の事項については、この規程に定めるもののほ

か、公益財団法人世田谷区産業振興公社職員給与規程（平成１８年４月公社規程第３号）

の規定の例による。 

（費用弁償） 

第７条 役員等が職務の遂行に伴い発生した旅費（宿泊費）、交通費等の経費については、

報酬日額を支給した場合を除き、その費用を支給することができる。 

２ 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料並びに

外国旅行の場合における渡航手数料とする。 

３ 旅費の額及び支給方法は、職員に支給する旅費の例による。ただし、宿泊施設が指定

され、かつ、職員に支給する旅費の例により算出される金額を超える宿泊料金を必要と

する場合における宿泊料は、当該宿泊料の額とする。 

（公表） 

第８条 この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条

第１３号で定める報酬等の支給基準として公表するものとする。 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

（補則） 

第 10 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定め

るものとする。 

 

附  則 

１．この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106

条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２．財団法人世田谷区産業振興公社役員等の報酬及び費用弁償に関する規程は廃止する。 

附  則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成２８年６月２７日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成２８年１２月６日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成２９年７月１日から施行する。 

 



 

 附  則 

この規程は、平成３０年１月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和元年１２月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和２年１月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和３年１０月２６日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和４年２月２４日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和４年１２月５日から施行する。 

附  則 

１ 別表第１の改正規定は、令和５年１２月１４日から施行する。 

２ 別表第１の改正規定は、令和５年４月１日から適用する。 

３ 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された報酬等

は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。 

附  則 

１ 別表第１の改正規定は、令和６年１２月６日から施行する。 

２ 別表第１の改正規定は、令和６年４月１日から適用する。 

３ 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された報酬等

は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。 

附  則 

１ 別表第１の改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 別表第２の改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 

附  則 

１ 別表第１、２の改正規定は、令和７年１２月５日から施行する。 

２ 別表第１の改正規定は、令和７年４月１日から適用する。 

３ 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬等

は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。 

 

別表第１ 常勤役員 

年度総額には、通勤手当は含まない。  

役 職 名 報酬月額 

 

 年度総額 

(期末手当含む上限額) 

摘 要 

副理事長 ５７２，８００円 ９,２６０,０００円 世田谷区の職員の身分を有する

者を除く 

常務理事 ４３６，１００円 ７,０５０,０００円 世田谷区の職員の身分を有する

者を除く 



 

別表第２ 非常勤役員 

役 職 名 報酬日額（一人あたり） 年度総額（合計） 摘 要 

理   事 ２０,０００円 １,６８０,０００円 
世田谷区の職員の身分を

有する者を除く 

監   事 ２０,０００円 ２４０,０００円 
世田谷区の職員の身分を 

有する者を除く 

 

別表第３ 評議員 

役 職 名 報 酬 日 額（一人あたり） 年度総額（合計） 

評 議 員 ２０,０００円 １,４４０,０００円 
 
 
 


